
目

次

規

則

○
青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
団
体
経
営

改

善

課
）
…
一

○
青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

○
青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
港
湾
空
港
課
）
…
二

訓

令

○
青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
二

○
青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
防
災
危
機

管

理

課
）
…
三

告

示

○
文
書
記
号
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
四

○
青
森
県
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqq（

同

）
…
四

監
査
委
員

○
青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
四

○
青
森
県
監
査
委
員
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqq（

同

）
…
五

○
青
森
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の

廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

労
働
委
員
会

○
青
森
県
労
働
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
五

収
用
委
員
会

○
青
森
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
六

○
青
森
県
収
用
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

規

則

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
一
号

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
四
号
の
㈡
の
１
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報
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号
外
第
二
十
七
号

令
和
五
年三

月
三
十
一
日

（
金
曜
日
）



青
森
県
規
則
第
十
二
号

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
七
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
三
号

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
四
号

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
十
月
青
森
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
航
空
機
は
」
の
下
に
「
、
空
港
と
本
邦
外
の
地
点
と
の
間
を
航
行
す
る
航
空
機

（
路
線
を
定
め
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
も
の
を
除
き
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
」
を
加
え
、
「
航
空
機
の
う
ち
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
空
機
（
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
、
」
を

「
も
の
と
し
、
当
該
航
空
機
に
係
る
」
に
、
「
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
空
機
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
」
を
「
の
十
五
分
の
一
」
に
改
め
、
同
項

の
表
を
削
り
、
附
則
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
十
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
（
室
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
五
条
中
「
（
室
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
九
条
第
二
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第

八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
局
長
印

第
十
三
条
の
表
部
長
印
（
総
務
部
長
印
を
除
く
。
）
、
危
機
管
理
局
長
印
、
観
光
国
際
戦
略
局
長
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印
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長
印
、
出
納
局
長
印
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長
印
」
の

下
に
「
、
国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
局
長
印
」
を
加
え
、
「
第
十
六
条
の
四
」
を
「
第
十
六
条
の
五
」
に
改

め
、
同
表
課
長
印
、
室
長
印
の
項
中
「
、
室
長
印
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
の
表
第
一
号
１
⑶
及
び
第
三
十
一
条
た
だ
し
書
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策

局
長
」
の
下
に
「
、
国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
局
長
」
を
加
え
る
。

第
九
十
五
条
中
「
及
び
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七

号
）
」
を
「
並
び
に
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び
青

森
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
１
⑴
イ
中

「青
森

県
○
○
部
（
○
○
局
）

○
○
課
（
室
）
長
印

」
を

「青
森

県
○
○
部
（
○
○
局
）

○
○
課
長
印

」
に
改
め
、

同
表
の
２
の
表
中
「エ

ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長
印
２
４

」
を

「エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長
印
２
４

国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
局
長
印

２
４

」
に
、
「課
長

印
２
１

室
長

印
２
１

」

を
「課

長
印
２
１

」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「課

（
室
）
名

」
を
「課
名

」
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
中
「（

課
（
室
）
名
）

（
出
先
機
関
名
）

」
を
「（

課
名
）

（
出
先
機
関
名
）

」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
三
号
様
式
中
「

課
（
室
）
名

（
出
先
機
関
名
）

」
を
「

課
名

（
出
先
機
関
名
）

」
に
改
め

る
。第

十
八
号
様
式
及
び
第
十
九
号
様
式
中
「課

（
室
）
名

」
を
「課

名

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
十
二
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
企
画
政
策
部
の
項
中

「

を
」

「

に
改
め
、
同

」

表
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
及
び
室
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
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広
報
広
聴
班

広
報
広
聴
課
長

統
計
分
析
班

統
計
分
析
課
長

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
班

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
長

Ｄ
Ｘ
推
進
班

Ｄ
Ｘ
推
進
課
長

広
報
広
聴
班

広
報
広
聴
課
長

統
計
分
析
班

統
計
分
析
課
長

国
ス
ポ
・
障

ス
ポ
部

総
務
企
画
班

総
務
企
画
課
長

競
技
式
典
班

競
技
式
典
課
長

施
設
調
整
班

施
設
調
整
課
長



青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
七
百
十
二
号
（
文
書
記
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

１
の
表
地
域
活
力
振
興
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

Ｄ
Ｘ
推
進
課

青
Ｄ
Ｘ

１
の
表
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
の
項
を
削
り
、
同
表
原
子
力
立
地
対
策
課
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

総
務
企
画
課

青
総
企

競
技
式
典
課

青
競
式

施
設
調
整
課

青
施
調

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

青
森
県
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
規
程
（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
告
示
第
二
百
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
中
「
及
び
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十

七
号
）
」
を
「
並
び
に
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び

青
森
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

監

査

委

員

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号

青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
監
査
委
員

竹

内

均

青
森
県
監
査
委
員

川

嶋

由
紀
子

青
森
県
監
査
委
員

齊

藤

爾

青
森
県
監
査
委
員

鳴

海

惠
一
郎

青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
四
月
青
森
県
監
査
委
員
告
示
第

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
主
幹

主
査
」
を

「
総
括
主
幹
専
門
員

主
幹

主
幹
専
門
員

主
査

主
任
専
門
員

」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
第
九
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
八
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
七
項
を
第
十
項
と
し
、
第

六
項
を
第
八
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９

主
任
専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
培
わ
れ
た
知
識
、
経
験
又
は
能
力
に
応
じ
た
重
要
な
事

務
を
処
理
す
る
。

第
五
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

主
幹
専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
局
の
所
掌
事
務
に
係
る
培
わ
れ
た
知
識
、
経
験
又

は
能
力
に
応
じ
た
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当
た
る
。

第
五
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

総
括
主
幹
専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
局
の
所
掌
事
務
に
係
る
培
わ
れ
た
知
識
、
経
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験
又
は
能
力
に
応
じ
た
重
要
な
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当
た
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
三
号

青
森
県
監
査
委
員
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
監
査
委
員

竹

内

均

青
森
県
監
査
委
員

川

嶋

由
紀
子

青
森
県
監
査
委
員

齊

藤

爾

青
森
県
監
査
委
員

鳴

海

惠
一
郎

青
森
県
監
査
委
員
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
監
査
委
員
事
務
専
決
代
決
規
程
（
令
和
四
年
四
月
青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七

号
）
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七

号
）
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
八
十
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
十
三
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
二
条
」
を

「
第
八
十
条
」
に
、
「
第
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第

二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を

「
第
百
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
四
号

青
森
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
監
査
委
員

竹

内

均

青
森
県
監
査
委
員

川

嶋

由
紀
子

青
森
県
監
査
委
員

齊

藤

爾

青
森
県
監
査
委
員

鳴

海

惠
一
郎

青
森
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

青
森
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
一
年
六
月
青
森
県
監

査
委
員
告
示
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

労

働

委

員

会

青
森
県
労
働
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
労
働
委
員
会
会
長

岩

谷

直

子

青
森
県
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号

青
森
県
労
働
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
労
働
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
五
月
青
森
県
労
働
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
個
人
情
報
の
保
護
）

第
五
条

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び
青
森
県
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
青
森
県
労

働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規

則
（
令
和
五
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
の
例
に
よ
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

収

用

委

員

会

青
森
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号

青
森
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
青
森
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

青
森
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
二
条
第
一
項
第
三
十
一
号
中
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例

第
五
十
七
号
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同

条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
号
ハ
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号

青
森
県
収
用
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

青
森
県
収
用
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
一
年
青
森
県

収
用
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

本
則
中
、
「
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二

章
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
章
」
に
、

「
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
五
月
青
森
県
規
則
第
五
十
五

号
」
を
「
青
森
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号
）
及
び

青
森
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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